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「配食サービス」新規申請の受け付けについて「配食サービス」新規申請の受け付けについて
配食サービスの申請を下記のとおり受け付けます。

問い合わせ先　保険福祉課　ＴＥＬ ３７７－５６５９

さわやか配食サービス及び給食ボランティア

対象となる人

サービスの期間
配 食 日
個 人 負 担
申 請 方 法

※ひとり暮らしの高齢者及び、高齢者のみの世帯又は傷病等
　の理由で食事の調理が困難な方
※近隣に扶養義務者がいない方
※上記以外に民生委員が特に必要と認めた方
４月６日（水）～９月28日（水）まで    
毎週水曜日（祭日の場合は翌日配達になることがあります）
１食あたり300円     
３月18 日（金）までに保険福祉課へ申請してください。

※狂犬病予防注射は毎年１回必ず受け
なければなりません。また、新しく
犬（生後91日以上）を飼い始めた
ときは、登録（生涯１回のみ）が必
要です。

※左記日程でご都合の悪い場合は、最
寄りの動物病院でも注射を受けるこ
とができますので、必ず注射を受け
てください。

※注射の際（動物病院でも同様）には、
案内はがきを必ずご持参ください。

※引越ししたとき、飼い主が変わった
とき、犬が死亡したときなどは、そ
の都度、町民環境課へ届けてくださ
い。（鑑札をご持参ください）

　平成28年度の狂犬病予防注射及び畜犬登録を下記の
日程にて実施いたします。

日　時　４月８日（金）13時～15時　
場　所　役場前駐車場
料　金　注射料金3,200円　登録料金3,000円　
　　　　※注射料金は、注射代2,650円＋済票550円　
　　　　（おつりがないようにお願いします）

問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653

し尿収集手数料改定のお知らせ
し尿収集手数料 ⇒

改定後
10リットル　137円

現行
18リットル　240円

常 設 便 槽 及 び
家 庭 系 仮 設 便 槽

狂犬病予防注射と
畜犬登録について

し尿くみ取りを利用されている皆様へ

　４月１日から、し尿収集手数料を改定します。
　改定内容は、10リットル単位への変更と消費税増税に伴う影響額分の単価見直しです。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。

　 改定時期　　 ４月１日くみ取り分から、し尿収集手数料が改定となります。

問い合わせ先：町民環境課　TEL 377－5653


